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今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会  

【中間まとめ】対応状況   



【Ⅱ 個別に対応すべき事項】  

1．相談支援について  

（1）地域生活の拡充のための相談支援について   

本文   対応   施行時期   

○ 精神障害者が病院等から地域生活に移行し、安心して地域生活  ○障害者自立支援法等の改正法案により対応予定。  ○平成24年4月   

を営んでいけるよう、総合的な相談を行う拠点的な機関の設置等、  ・地域における相談支援体制の強化を図るため中心   

地域における総合的な相談支援体制を充実すべき。   となる総合的な相談支援センターを市町村に設置。   

○ 精神障害者地域移行支援特別対策事業において行われている、  ○障害者自立支援法等の改正法実により対応予定。  ○平成24年4月   

病院からの退院等に向けた地域生活の準備のための同行等の支援  ・地域移行や地域定着についての相談支援を個別給   

に加え、居住サポート事業が担っている民間住宅等への入居時の  

支援や緊急時に対応できる地域生活における24時間の支援等に  

ついて、全国のどの地域においても実施されるよう、個々の支援  

を言判面する仕組みに改めるなど、充実を図るべき。   

○ 精神障害者に対する、医療サービスも含めた総合的なケアマネ  ○障害者自立支援法等の改正法実により対応予定。  ○平成24年4月   

ジメント機能を充実する観点から、サービス利用計画作成真につ  

いて、病院等から地域生活への移行や地域での自立した生活を営  

むことを目指す者を含め、その対象者を拡大するなど、充実を図  

るべき。   
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本文   対応   施行時期   

○ 精神障害者本人による自己選択、自己決定を尊重しつつ、個々  ○障害者自立支援法等の改正法案により対応予定。   ○平成24年4月   

の精神障害者の状況に応じたケアマネジメントが促進されるよ  ・支給決定の前にサービス利用計画案を作成し、支   

う、サービス利用計画の作成手続について、現在支給決定後に作  給決定の参考とするよう見直し。   

成することとなっている取扱いを見直すとともに、作成後におい  

ても、継続的にモニタリングを実施する仕組みとすべき。  

○ 精神障害者に対する相談支援を効果的に実施するためには、地  ○障害者自立支援法等の改正法案により対応予定。  ○公布の白から起   
域において精神障害者を支える医療や福祉をはじめとする関係者  ・自立支援協議会について、設置の促進や運営の活  算して1年6月を超え   

の有機的な連携を構築することが不可欠である。   性化のため、法律上に根拠を設ける。   ない範囲において政   

このため、相談支援体制において中核的役割を担う自立支援協  令で定める日   

議会について、その設置を促進し運営の活性化を図っていく観点  

から、その機能の充実を図るとともに、その機能も含めて法律上  

の位置付けを明確化すべき。その際、自立支援協議会への当事者  

の参画を促進すべき。  

○ 研修事業の充実等を通じて、相談支援専門員をはじめ相談支援  ○障害福祉サービス報酬改定において対応。   ○平成21年4月  

を担う人材の養成とその資質の向上を図るべき。   ・相談支援従事者に対する計画的な研修等を行って  

いる事業所を評価する「特定事業所加算」を創設。  

○引き続き実施      ○相談支援従事者指導者養成研修会を引き続き実  

施。   

○ 精神障害者やその家族の視点や経験・体験を重視した支援を充  ○ 障害者自立支援対策臨時年制列交付金の充実により  ○平成21年4月   

実する観点から、地域における精神障害者又は家族同士のピアサ  対応。   

ポートについて、その推進策を講ずるべき。   ・ピアサポートセンター等設置推進事業の拡充  

・精神障害者等の家族に対する支援事業の創設  



（2）相談体制における行政機関の役割について  

本文   対応   施行時期   

○ 精神障害者やその家族等からの様々な相談に対し、身近な地域  ○ 障害者自立支援法等の改正法案により対応予定。  ○公布の日から起   

において、より適切に対応できる体制を確保するため、精神保健  （精神保健福祉法の改正）   算して1年6月を超え   

に関する相談への対応や、医療に関する相談や複雑困難なケース  ■ 市町村、保健所及び精神保健福祉センターは、密  ない範囲において政   

への対応等も含めて、市町村、保健所、精神保健福祉センターが、   接な連携の下、精神障害者及びその家族の相談に  令で定める日   

適切な役割分担と密接な連携の下で、精神保健福祉に関する相談  応じるよう努める義務を規定。   
に応じ、適切な支援を行えるよう、その体制の具体化を図るべき。  

（3）精神保健福祉士の養成のあり方等の見直しについて  

本文   対応   施行時期   

O 「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」における  ○障奮者自立支援法等の改正法案により対応予定。  ○平成24年4月  

検討結果を踏まえ、精神障害者の地域生活の支援を担うという役   （精神側軒融上法士の改正）   

割の明確化、保健福祉系大学等における養成課程の水準の確保や  ・精神保健福祉士の業務として、地域生活において   

精神科病院等の精神科医療機関での実習の必須化、資格取得後の   必要な相談支援を担うことや、業務を行うに当たって   

資質向上の責務の明確化をはじめ、制度上の対応を図るべき。   関係機関等との連携の強化について規定。   

また、質の高い精神保健福祉士の養成のためのカリキュラムの  ・保健福祉系大学等の養成課程について、養成施設   

見直しについて引き続き検討すべき。   と同程度の水準を確保するため、文部科学省・厚生  

労働省共管省令において、新たに基準を設ける仕組  

みに改正。  

・新たに、資質向上の責務について規定。  

○引き続き検討                            ○カリキュラムの見直しについては、引き続き検討  

中。   
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2．地域を支える福祉サービス等の充実について  

（1）住まいの場の確保について  

対応   施行時期   

助  ○引き続き実施  

・補助単価を2000万円から2500万円に拡大。  

く  ○平成21年4月  

調  ・グループホームについては、夜間の防災体制を整  

える事業所を評価する加算を創設（夜間防災体制加  

人  算）。  

・ケアホームについては、夜間支援を評価する加算  

を拡充（夜間支援体制加算）。   

住  

や  

を  

○平成21年4月  

給を促進するため、公営住宅として借り上げる候補と  

なる住宅に関する登録制度や管理ルールの整備等、  

地方公共団体と宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業  

者等の連携■協力により、既存賃貸住宅の借上げに関  

する業務の効率化・円滑化のモデルとなる取組みに  

対する助成等。  

○引き続き実施   

年度調査を行い把握。   

○ グループホーム・ケアホームについて、  整備費の  

営住宅の活用等を通じて、更に整備を促進すべき。  

その際、地方公共団体は、  障害福祉計画等に基づ  

備を行うとともに、   整備実現に向けた地域住民との  

自ら積極的に整備を促進すべき。  

夜間の安全一安心を確保するための必要な  また、  

保、支援内容の向上等、質の面でも充実を図るべき。  

○ 優先枠設定等による優先入居の一層の普及、  民間  

による公営住宅の供給の促進、   先進事例の調査研究  

普及等を通じて精神障害者の公営住宅への入居促進  
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本文   対応   施行時期   

○地方公共団体の住宅部局及び福祉部局並びにグループホーム事  ○平成21年度中  

業者の具体的な連携方策を示したマニ．ユアルの作成・普及、改良  

エ事費への助成の充実等により、公営住宅のグループホーム・ケ   

アホームとしての活用を更に促進すべき。   の改良工事糞を公営住宅ストック総合改善事業（地域  

住宅交付金（基幹事業））の助成対象に追加したとこ  

ろ。   

O 「あんしん賃貸支援事業」の更なる普及や公的家賃債務保証制  ○あんしん賃貸支援事業推進協議会等を活用し、引き  ○引き続き実施  

度の拡充■普及等により、民間賃貸住宅への入居を更に促進すべ  

き。   

○平成21年7月  

いて、対象とする障害者世帯の範囲を拡充するととも  

に、滞納家賃にかかる保証月数を拡大する。引き続き  

制度の普及を図る。   

（2）生活支援等障害福祉サービス等の充実について   

本文   対応   施行時期   

○ 地域における精神障害者への継続的な生活支援を確保する観点  ○障害福祉サービス幸酬改定により対応。   ○平成21年4月  

から、訪問による生活訓練の評価の充実を含め、訪問による生活   ■ 訪問による訓練に係る基本報酬について、充実を   

支援の充実を図るべき。   図るため、単価の見直し。   

○引き続き検討           また、こうした訪問による生活支援を行う機能と訪問診療、精  ○複合的なサービス提供のあり方については、今後   

神科訪問看護等の訪問による医療を提供する機能との連携による  の検討会における議論を踏まえて、引き続き検討を   

ものも含めて、精神症状が持続的に不安定な患者をはじめとする  

地域生活を営む精神障害者に対する複合的なサービス提供のあり  

方に？いては、引き続き検討を進める。   



本文   対応   施行時期   

○ 精神障害者が地域生活を継続して営む上で、入院予防的に、又  ○障害福祉サービス報酬改定において対応。   ○平成21年4月   

は、一時的な休息を取るために利用するショートステイ（短期入  ー 短期入所の報酬について、入所施設以外の事業所   

所）が、地域において確保されることが重要である。   （いわゆる単独型事業所）に対する加算の創設、ア   

このため、ショートステイについて、精神障害者本人による利   セスメント等を評価する加算の創設など、その評価   

用の拡大を図るとともに、単独型のショートステイを含め、その  を充実。   

評価の充実を図るべき。  

○ 就労系の障害福祉サービスについて、精神障害者の特性も踏ま  ○ 障害福祉サービス報酬改定において対応。   ○平成21年4月  

えつつ、その機能の充実を図るとともに、雇用施策との連携を強  ■ 就労継続支援B型における手厚い支援体制を評価   

化すべき。また、就労系の障害福祉サービスが現在果たしている  

機能を踏まえ、そのあり方について引き続き検討すべき。   

○引き続き検討  

ける報告書及び平成21年2月の与党障害者自立支  

援に関するプロジェクトチームの「障害者自立支援法  

の抜本的見直しの基本方針」を踏まえ、雇用施策との  

連携強化やそのあり方等について引き続き検討。   

○ 障害者就業・生活支援センターについて、就労面の支援とあわ  ○ 平成21年度予算において対応。   ○平成21年4月   

せて生活面の支援を提供する機能の重要性に鑑み、精神障害者に  ■ 障害者就業・生活支援センターの予算上の箇所数   

よる利用が促進されるよう、その○平成21年4月質の向上を図り  を265か所に拡充するとともに、生活支援部分につ   

つつすべての圏域での設置に向けて整備を進めるとともに、就労  

移行支援事業所や医療機関をはじめとする精神障害者の地域生活  

を支える関係機関との連携を強化すべき。   

○ 今後も、精神障害者の特性に応じたきめ細やかな支援が実施さ  ○ 障害者自立支援法等の改正法案を踏まえ、引き続  ○引き続き検討   

れるよう、社会適応訓練事業の果たしている機能について、障害  

者施策全体の中でその位置付けを明確にし、都道府県等への支援  

を図るべき。   



本文   対応   施行時期   

○ 雇用支援についても、精神障害者の雇用義務化の環境が早急に  ○精神障害者ステップアップ雇用奨励金の見直し   ○平成21年4月   

整うよう、精神障害者の特性に応じ、予算措置等による雇用支援  ・精神障害者ステップアップ雇用奨励金の活用促進   

の一層の推進、充実について、引き続き検討すべき。   を図るため、雇用期間等について見直し。  

○精神障害者雇用促進モデル事業の創設  

■精神障害者の雇用及び職場定着のノウハウを構築  

するためのモデル事業を創設。   

○ 精神障害者本人だけではなくその家族を支えるとともに、本人  ○障害者自立支援対策臨時特例交付金の活用   ○平成21年4月   

と家族との自立した関係を構築することを促すという観点も踏ま  ・精神障害者等の家族に対する支援事業を創設。   

え、上記の施策を進めるなど、効果的な家族支援を一層推進すべ  ○ふるさと雇用再生特別交付金の活用   

き。   ■精神障害者等が不安定な状態となった場合に、そ  

の家族が一時的に回避するための場の提供につい  

て助成する事業を創設。   

3．精神科救急医療の充実・精神保健指定医の確保について  
（1）精神科救急医療の充実について   

本文   対応   施行時期   

○ 地域の実情を踏まえつつどの地域でも適切な精神科医療を受け  ○ 障害者自立支援法等の改正法案により対応予定。  ○公布の日から起算   

られる体制の確保を図る観点から、都道府県による精神科救急医  （精神保健福祉法の改正）   して1年6月を超えな   

療体制の確保やモニタリングの実施等について、制度上位置付け  一 都道府県が地域の実情に応じて、精神科救急医療の  い範囲において政令   

るべき。   確保のための必要な体制整備を抗うことを規定。   で定める日  



対応   施行時期   

l患者に対す  ○精神科救急情報センター等における一般救急医療  ○平成21年度   
し医療と一般  との連携を図るための精神保健福祉士等の増員とな  

る予算を平成21年度予算において確保。精神科救急  

医療体制整備事業実施要綱改正により対応予定。  

・精神科救急情報センター、精神科救急医療施設に  

おける精神保健福祉士、看護師等の増員により、一般  

救急医療との十分な連携を図り、円滑な調整を行うこ  

とを規定。  

○ さらに、障害者自立支援法等の改正法案（精神保健  

福祉去の改正）を踏まえ、引き続き検討。   

精神科救急医療と一般救急医療の双方を必要とする  

る適切な医療の提供を確保する観点から、  精神科救急  

救急医療との連携についても制度上位置付けるべき。  

（2）精神保健指定医の確保について   

本文   対応   施行時期   

○ 都道府県等が、措置診察等を行う精神保健指定医の確保につい  ○本年3月の障害保健福祉関係主管課長会議におい  ○平成21年3月   

て積極的に実施している先例を参考に、医療機関及び指定医への  て、精神保健指定医の確保に係る体制整備に努める   

協力依植や、輪番制等の体制整備に努めるよう促すべき。   よう要請。   

○ 精神保健指定医について、措置診察等の公務員としての業務や  ○ 障害者自立支援法等の改正法案により対応予定。  ○公布の日から起算   

精神科救急医療等の都道府県における精神医療体制の確保l士協力  （精神保健福祉法の改正）   して1年6月を超えな   

すべきことを法律上規定すべき。   ■ 精神保健指定医は、やむを得ない理由がある場合  い範囲において政令  

を除き、措置診察等の公務員としての職務を行うよ  

う、都道府県知事から求めがあった場合には、これ  

に応じなければならない旨を規定。。  

・都道府県知事が、精神科救急医療体制の整備に当  

たり、精神保健指定医等の関係者に対し、必要な協  

力を求めることができる旨を規定。   
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本文   対応   施行時期   

○また、失念等により精神保健指定医資格の更新期限を超えた場  ○引き続き検討   

合については、例えば、運転免許と同様に，再取得の際に一定の  

配慮を行うよう二制度上対応すべき。   

○なお、措置診察に全国一律に輪番制を導入することや、措置診  ○引き続き検討   

察等の業務への参画を精神保健指定医の資格更新の要件とするこ  

とについては、上記の確保策の効果を検証した上で、その適否を  

含め将来的に検討することとする。   

4．入院中から退院までの支援等の充実について  

本文   対応   施行時期   

○ 精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援等の施策の  ○障害者自立支援法等の改正法実により対応予定。  ○平成24年4月   

推進体制について制度上位置付けるべき。   （精神保健福祉法の改正）   

その際、精神保健医療福祉に従事する者について、相互に連携・   ・医療施設の設置者による障害福祉サービスの利   

協力を図り、精神障害者の地域生活への移行や地域生活の支援に   用に関する配慮及び当該サービスを提供する者と   

取り組む責務を明確化すべき。   の連携について規定。   

○ 病院等から地域生活への移行を目指す精神障害者に対する個別  ○障害者自立支援法等の改正案により対応予定。   

○平成24年4月  

通じて、地域資源の開発や地域における連携の構築等、地域生活  付化。（緊急時に対応できるサポート体制等）  

に必要な体制整備を行う機能についても、引き続き充実を図るべ  

き。  ○公布の日から起算   

性化のため、法律上に根拠を設ける。   して1年6月を超えな  

い範囲において政令  

で定める日   
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施行時期  

○ 長期にわたり入院している精神障害者をはじめ、入院中の段階   

から地域生活への移行に先立って、試行的にグループホーム等で   

の生活の体験や通所系の福祉サービスの利用ができる仕組みとす   

べき。  

○障害福祉サービス幸酬改定において対応。  

■ グループホーム、ケアホームにおいて、長期間の   

入院から地域生活に移行する場合等における短期間   

の体験利用時の報酬を新設。  

－ グループホーム、ケアホームを体験的に利用する期   

間において、日中活動系の障害福祉サービスを利用   

できるよう措置。  

○平成21年4月  
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訪問看護について   



【これまでの議論の整理と今後の検討の方向性（論点整理）より】（抜粋）  

（3）地域生活を支える医療の充実等について  

（精神科デイ■ケア等及び精神科訪問看護等通院・在宅医療に関する検討）  

○ 利用者の地域生活を支える適切な通院一在宅医療の提供を確保す  

る観点から、患者の症状やニーズに応じて精神科デイ・ケア等の機能  

の強化・分化を行うことや、訪問看護ステーションにおける実施の普及  

等、地域における訪問診療、精神科訪問看護の機能の更なる充実に  

ついて、Ⅴの精神保健医療体系の再構築に関する検討の中で、具体  
的に検討を行うべきではないか。  

◆ここ■ど 一千璃こて乱．幸彦 ，【一  昔J門：』⊆こ温．ブ巧「 ゝ√’■ －  「」■■こ」F‾「』iこ一っm・椚r  



精神科訪問看護のケア内容  

1）日常生活の維持／生活技能の獲得一拡大   

食生活・活動・整容・安全確保、等のモニタノングおよび技能の維持向上のためのケア  

2）対人関係の維持・構築  

コミュニケーション能力の維持向上の援助、他者との関係性への援助  

3）家族関係の調整  
家族に対する援助、家族との関係性に関する援助  

4）精神症状の悪化や増悪を防ぐ   

症状のモニタノング、症状安定■改善のためのケア、服薬・通院継続のための関わり  

5）身体症状の発症や進行を防ぐ  
身体症状のモニタノング、生活習慣に関する助言・指導、自己管理能力を高める援助  

6）ケアの連携  

施設内外の関連職種との連携・ネットワーキング  

7）社会資源の活用′   

社会資源に関する情報提供、利用のための援助  

8）対象者のエンパワーメント  

自己効力感を高める、コントロール感を高める、肯定的フィードハ¢ック  

※医療機関および訪問看護ステーションの訪問看護師（18名）を対象としたインタビュー調査の内容分析  

2   

＊瀬戸屋希、萱間真美、宮本有紀他（2008）‥精神科訪問看護で提供されるケア内容．精神科訪問看護師へのインタビュー調査から，日本看護科学会誌，28（1），4ト51   



精神科訪問看護の効果  

1）訪問看護開始時の状況別にみた前後2年間の精神科総入院日数  

（N＝134）  

通院中（n＝57）  

退院時（n＝75）  

100  200  300  400  500  

入院日数（日）  ＊pく0．05＊＊pく0．01  

●通院中に訪問看護を開始群でも、訪問看護開始前後   
2年間の入院日数は大きく減少していた。   

厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業   

精神科看護における介入技術の明確化および評価に関する研究   

主任研究者 萱間真美 （平成16年3月）  

通院中群t＝2．412pく0．05  

退院時群t＝9．774pく0．01  
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2）訪問看護開始前後2年間における医療費試算の変化  

訪問開始前  4，728  

退院時開始群   

（n＝75）  

訪問開始後  

4000  5000  

訪問開始前   

通院中開始群   

（n＝57）  

訪問開始後  

2，234  

国人院費  

辺外来通院真  

田デイケア等  

□訪問看護   

2，267  

3000  5000（干円）  4000  

※入院費については、平成16年度社会医療診療行為別調査より、精神病院における1日当たり金額を用いて試算している。  

※外来通院費については、平成16年度社会医療診療行為別調査より、精神病院における1日当たり金銀を用いて試算している。  

※デイケア等及び訪問看護については、診療報酬単価で試算している。  

厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業精神科看護における介入技術の明確化および  4  

評価に関する研究、主任研究者 萱間真美（平成17年3月）   



訪問看護制度  の変遷と精神科  訪問看護の創  

1960年代～ ■一部の病院による訪問看護活動の開始  

1970年代～・市町村が家庭看護訪問指導を試行する  

1982年 ～・老人保健制度において「退院患者継続看護・指導料」として、  ／ロ7コ壬「つ亡・T■ら亡ヽ （昭和57年）  
高齢者の訪問看護が診療報酬の対象となる  

～ ■精神科の訪問看護が診療報酬の対象となる  1986年  
（昭和61年）  

1988年  
（昭和63年）  

1992年  
（平成4年）  

1994年  
（平成6年）  

1999年  
（平成11年）  

2000年  
（平成12年）  

～ 一在宅患者の訪問看護が診療報酬の対象となる  

～・老人訪問看護ステーション設置が始まる  

～・訪問看護ステーションにおいて医療保険の訪問看護が開始  

～ ▲営利法人の訪問看護事業参入が認められる  

～・介護保険制度が創設され訪問看護費が介護保険の対象となる  
5  

出典：訪問看護白書，財団法人日本訪問看護振興財団，2002年   



精神科訪問看護に係わる主な診療報酬等の経緯  

H6  H8  HlO  H12  H18  H20  
】  

＿＿ 1   ＿  
1   

内  

l  l  l  

保険医療機関  ※報酬の新設及び主な改定  
l  I  

t  l  

精神科訪問看護・指導料（Ⅱ）精神障害者施設入所中の複数患者への指導  

精神科退院指導料  

＝王＝ き－＝→＝＝j   巳正巳ヨ■歪謬Eヨ正l  

訪問看護ステーション 

鱒神障害者も対象に貪まれる二訪問看護基本療養費〈1）   



精神科訪問看護に係わる報酬  （平成20年度時点）  

精神科を標模する保険医療機関   

精神科退院前訪問指導料  38  0点  

6ケ月未満退院患者  6ケ月以上入院患者  
3回まで   6回まで  

複数職共同加算   32  0点  

精神科訪問看護・指導料Ⅰ  575点  

退院後3ケ月以内   退院後3ヶ月超え  

5回／週まで   3回／週まで  

保健師、看護師、作業療i  去士又は精神保健福祉士  

複数名訪問加算   450  点  

急性増悪期算定  1）急性増悪日から連続7  日間以内（1回／日）  

2）上記より1ケ月以内の  連続7日間以内（1回／日）  

※1）は医師の直接診  多額による指示が必要  

精神科訪問看護t指導料Ⅱ  160点（3回／週まで）  

精神障害者施設入所  中の複数患者への指導  

時間加算   3時間超えは40点／時を加算（8時間以内）  

精神科退院指導料  320点（1回）  

24時間対応体制加算  

24時間連絡体制加算  

訪問看護ステ⊥ション（医療保険）   

精神科退院⊥訪問指道料  

複数職共同加算  

訪問看護基本療養費くⅠ）  5，550円  5．050円  

く訪問看護管理療養費〉   3回／週まで  

初日：7，050円                      保健師、助産師、看護       師 
、  准看護自     市   

又は言語聴覚士  

複数名訪問加算  

特別訪問看護   急性増悪時には指示のあった日から起算して  

指示算定   14日を限度として算定できる（1回／月               ロ  

※特別訪問看護指示書の交付が必要  

訪問看護基本療養費（Ⅱ）  1，600円（3回／週まで）  

保健師、看護         師又は作業療法士による  
精神障害者施設入所中の複数患者への               指導  

時間加算   3時間超えは400円／時を加算（8時間以内）  

退院時共同指導加算  6，000円（1回）  

24時間対応体制加算  5，400円（1回／月）   

24時間連絡体制加算  2，500円（1回／月）   

温Jrヨ■iこコ阻澗   



医療機関における精神科訪問看護の  実施状況  

精神科訪問看護■指導実施件数の年次推移  

施設数  実施件数  
病院   一般診療所   病院   一般診療所   

平成11年度   709   208   28，308   3，382   

平成14年度   727   236   39，462   6，072   

平成17年度   826   304   56，051   10，330  

※医療施設調査（各年9月1カ月間）  

※実施件数は上記期間内の訪問看護実施回数  
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訪問看護ステーションにおける精神科訪問看護（精神通院医療）の実施状況の年次推移  

1月当たりのレセプト件数（利用者数）  

（単位：件）   

14．000  

12，000  

10，000  

2，000  

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度  

ト←ルせ塾些姐  

精神医療貴報酬支払確定額（精神・障害保健課調べ）  

こ■■ ■r－J－1■．■し丁－  1■■i頑「一丁一丸つ断マ1r   
i－■■ir「ご7■卿Y   



訪問看護ステーション数の年次推移  

平成4年の訪問看護ステーションの制度化以来、訪問看護ステーションの件数は増加  
してきているが、介護保険制度が導入された平成12年以降の伸びは鈍化している。  

平成7年  平成9年   平成11年   平成13年   平成15年   平成17年 平成18年   

平成5年～11年（10月1日）：訪問看護実態調査（統計情報部）  

平成12年～18年（10月1日）：介護サービス施設・事業所調査（統計情報部）  

平成5年  
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200緯度社団法人全国訪問看護事業協会＝＝1緯度厚生労働省老人保険事業推進費等補助金新たな訪問看護ステーションの事業展開の  

検討（N＝1898施設），平成18年度報告書委員長＝上野桂子  

2007年度社団法人全国訪問看護事業協会：＝19年度厚生労働省障害者保健福祉推進事業「精神障害者の地域生活支援を推進するための  

精神科訪問看護ケア技術の標準化と教育およびサービス提供体制のあり方の検討」（N＝1664施設），主任研究者：萱間真美．  

2008年度萱間真美‥「精神障害者の訪問看護におけるマンパワー等に関する調査研究」，厚生労働科学特別研究事業（速掛（N＝‖05施設）  
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精神科訪問看護の対象者の特徴  

訪問看護ステーション利用者（495名）と医療機関の訪問看護利用者（345名）の基本属性  

訪問看護ステーション   医療機関   

年齢   
55．0歳   51．9歳  

（SD＝13．9）   （SD＝11．6）   

女性の割合   62．2％   44．9％   

婚姻者の割合   21．9％   臥9％   

同居者がいる者   57．5％   36，3％   

入院歴がある者   82．4％   96．8％   

過去の平均入院回数   
3．9回   5．3回  

（SD＝4．2）   （SD＝4．4）   

直近の入院日数   
114．6日   332．7日  

（SD＝142．5）   （SD＝752．1）   

糖尿病合併率   19．0％   8．7％   

障害認定あり   63．6％   28．5％   

GAF得点   
52．9   59．9  

（SD＝18．8）   （SD＝16．3）   

15．9   8．5  
SBS得点  

（SD＝10．4）   （SD＝8．2）   

※SBS：社会行動評価尺度 GAF：機能の全体的評価尺度   

社団法人全国訪問看護事業協会：＝－9年度厚生労働省障害者保健福祉推進事業「精神障害者の地域生活支援を推進   

するための精神科訪問看護ケア技術の標準化と教育およぴサービス提供体制のあり方の検討」，主任研究者‥萱間真美・  
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精神科訪問  看護の実施状況  

訪問看護ステーション利用者（495名）と医療機関の訪問看護利用者（345名）の訪問看護実施状況  

訪問看護ステーション   医療機関   

1カ月の訪問回数   
5．6回   2．5回  

（SD＝3．3）   （SD＝1．8）   

片道移動時間   
14．3分   22．8分  

（SD＝9．3）   （SD＝け1）   

1回の訪問滞在時間   
53．1分   44．4分  

（SD＝17．4）   （SD＝15．0）   

訪問開始からの年数   
2．7年   4．2年  

（SD＝2．7）   （SD＝3．8）   

同行訪問の実施率（最近1カ月間）   6．0％   45、1％   

本人からの電話相談   25．1％   15．7％   

家族からの電話相談   11．5％   2．9％   

デイケアの利用割合   21．8％   30．4％   

ホームヘルプ利用割合痍法人）   34．5％   19．4％   

他施設の訪問看護利用   3．2％   0．6％   

主治医との情報共有方法  
電話 24．2％   電話 9．3％  

（最近1カ月間）  
FAX14．3％   FAX O％  

カンファレンス 7．7％   カンファレンス14．2％   

社団法人全国訪問看護事業協会＝H19年度厚生労働省障害者保健福祉推進事業「精神障害者の地域生活支援を推進  
するための精神科訪問看護ケア技術の標準化と教育およびサービス提供体制のあり方の検討」，主任研究者：萱間真美．  

l  
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精神科訪問看護利用者の他の社会資源利用状況  

訪問看護開始前  訪問看護開始後  

デイケア  

グループホーム  

地域生活支援センター  

小規模作業所  

ホームヘルプ  

ディナイトケア  

ナイトケア  

生活訓練施設  

OT  

福祉ホーム  

通院リハビリ事業  

保健師の訪問  

0  10  20  30  40  50  60（単位：人）  

厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業精神科看護における介入技術の明確化および評価に関する  

研究，主任研究者 萱間真美（平成15年）  
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精神科訪  問看護  における家  矢援助の状況   

「最近の一回の訪問時に行ったケア内容に関する調査結果」より  

訪問看護ステーションからの家族援助の実施状況（n＝475回）  
iV叫〝抑′■■仙‾〟‾朋ノ仙＼～‾州…一仙～－－W≠・一岬叩、←一∧W・血ノ叫榊へ｝′▲・両州一一一・▲叩  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

うち、家族が同居している利用者への訪問における家族援助の実施状況（n＝279回）  
∫仙‾′〝帖■仙”｝ルー’‾’叫州‾川w肌′”…叩…・仙酬ノ仙・血 T”一′叫岬▼｝”′へ…ノ  

0％  20％  40，i  60％  80％  100％   

※観察ヴセスメントは、家族と患者の関わり等の状態に関するもの。  

社団法人全国訪問看護事業協会‥＝19年度厚生労働省障害者保健福祉推進事業「精神障害者の地域生活支援を推進  

するための精神科訪問看護ケア技術の標準化と教育およびサービス提供体制のあり方の検討」，主任研究者：萱間真美．  



精神科訪問看護における複数名訪問の状況  

1）複数名訪問を実施している施設の割合  

訪問看護ステーション  医療機関  

（N＝1，105）  （N＝148）   

複数名訪問を実施している施設   
72施設  121施設  

（6．5％）  （81．8％）  

※訪問看護ステーション、医療機関ともに過去6カ月間の実施状況  

2）複数名訪問を実施している施設における複数名訪問の頻度  

訪問看護ステーション   医療機関   

精神科訪問看護の延べ訪問回数（平均）   424．8回   588．7回   

うち、複数名での延べ訪問回数（平均）   81．3回  363．1回  

（19．1％）  （61．7％）  

※訪問看護ステーションは、過去6カ月間の訪問看護療養費Ⅰ及び介護保険における訪問（複数）回数  

※医療機関は、過去6カ月間の精神科訪問1指導料Ⅰにおける訪問（複数）回数   

2008年度 萱間真美：「精神障害者の訪問看護におけるマンパワー等に関する調査研究」，厚生労働科学特別研究事業（速報）  
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3）複数名訪問を行った利用者への訪問の回数及び職種について  

①訪問看護ステーション（N＝35）  

5．30回／月  

複数名による訪問回数（平均）  2．72回／月  

複数名の看護師での訪問（平均）   2．16回／月  

看護師とその他職員での訪問回数（平均）   0．56回／月   

②医療機関（N＝411）  

3．78回／月  

複数名による訪問回数（・平均）  3．04回／月  

複数名の看護師での訪問回数（平均）   1．11回／月  

看護師と精神保健福祉士の訪問回数（平均）   1．69回／月  

看護師と作業療法士又は理学療法士の訪問回数（平均）   q．08回／月  
看護師とその他職員での訪問回数（平均）   0．04回／月  

※複数名による訪問看護の利用者に関する、平成20年11月から平成21年1月手での3カ月間の状況   

2008年度 萱間真美：「精神障害者の訪問看護におけるマンパワー等に関する調査研究」，厚生労働科学特別研究事業（速報）  
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ヽ′                 ～ ヽ        寸  4）複数名訪問力必要だった理由   

訪問看護ステーション  医療機関  

利用者数   割 合   利用者数   割 合   

暴力・暴言・セクハラ等からのスタッフの安全確保が必要であったため   16人   41．0％   120人   29．2％   

病状が重篤、又は不安定で、多くのケアが必要だったため   11人   28．2％   118人   28．7％   

家族の精神的負担を軽減するためのサポートが必要だったため   5人   12．8％   123人   29．9％   

複数の看護師によるアセスメントが必要だったため   16人   41．0％   118人   28．7％   

0丁又はPTによるリハビリ、アセスメント、プログラムの見直しが必要だったため   0人   0．0％   21人   5．1％   

精神保健福祉士による相談、ソーシャルワークが必要だったため   5人   12．8％   223人   54．3％   

日常生活援助で多くのマンパワーが必要であったため   6人   15．4％   122人   29t7％   

利用者と家族に対して、別々のスタッフが担当し援助する必要があったため   3人   7．7％   70人   17．0％   

新しいスタッフとの顔つなぎのため   11人   28．2％   47人   11．4％   

その他   4人   10．3％   55人   13．4％   

無回答   2人   5．1％   20人   4．9％   

総  数   39人  411人  

※訪問看護ステーションは、平成20年8月1日～平成21年1月31日までの6カ月間に、複数名訪問が必要となった対象者について  

※医療機関は、平成21年1月26日～2月8日の2週間に、複数名訪問が必要となった対象者について  

●訪問看護ステーションでは、複数の看護者によるアセスメントの必要性や、スタッフの安全確保、病状が重いときの対応、   
スタッフ交代の引き継ぎ等が理由としてあげられている。  

●医療機関では、相談・ソーシャルワークの必要性のほか、家族へのサポート、日常生活援助、スタッフの安全確保、病状   
が重いときの対応、複数によるアセスメントの必要性等が理由としてあげられている。  

2008年度萱間真美＝「精神障害者の訪問看護におけるマンパワー等に関する調査研究」，厚生労働科学特別研究事業（速報）   



平成21年度介護報酬改定に伴う関係省令の一部改正等について  

3．訪問系サービス  

（2）訪問看護  

②複数名訪問の評価   

同時に2人の職員が1人の利用者に対し訪問着護を行った場合に   
ついて評価を行う。  

】  

30分未満 254単位／回  
複数名訪問加算（新規）⇒  

30分以上 402単位／回  

※算定要件  

同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者やその家族等の同意 を得ている場合であって 、次のいずれかに該当する場合  

①利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合  

②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合  
③その他利用者の状況から判断して、①又は②に準ずると認められる場合  

施行日 平成21年4月1日  
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1）精神科訪問看護を実埠していない理由  

精神疾患（認知症を除く）が主傷病の利用者への訪問を実施していない事業所の回答＜複数回答＞  

事業所数   割 合   

精神科訪問看護の経験がある職員がいないため   244   46．8％   

精神科訪問看護を担当できる職員がいないため   161   30．9％   

スタッフが不足しているため（上記項目以外）   134   25．7％   

精神科訪問看護にスタッフが抵抗感を持っているため   45   8．6％   

その他（もともと依頼がない等）   242   46．4％   

総  
数   521   100．0％   

20  

2008年度 萱間真美：「精神障害者の訪問看護におけるマンパワー等に関する調査研究」，厚生労働科学特別研究事業（速報）   



2）精神科訪問看護を行う上で困難なこと  

（精神科訪問看護実施の有無別）＜複数回答＞  

主治医との連携がうまくできない 

病状悪化時の受け入れ先が確保できない  

精神科訪問看護の経験豊富なスタッフが少ない  308  304  5＆4％  53．4％  

アドバイスがタイムリーに受けられない   191  117  36．2％  20．6％  

地域の社会資源（精神障害者社会復帰施設等）との   
ネットワークが少ない   246  154  46．7％  27．1％  

その他  77  27  14．6％  4．7％  

精神科訪問看護を実施したことがないので分からない   48   302   9．1％  53．1％  

総数   527   569  

21   

2008年度 萱間真美：「精神障害者の訪問看護におけるマンパワー等に関する調査研究」，厚生労働科学特別研究事業（速報）  



3）精神科訪問看護を実施するために必要なサポート（複数回答）  

精神科訪問看護   精神科言方問看護  

実施あり（n＝674ト   実施なし（。＝98j）   

研修等の開催   523／674   699／981  

（77．6％）   （71．3％）   

コンサルテーション   218／674   318／981  

（32．3％）   （32．4％）   

相談窓口の設置   319／674   460／981  

（47．3％）   （46．9％）   

その他   68／674   52／981  

（10．1％）   （5．3％）   

合計（N＝1664施設）  

社団法人全国訪問看護事業協会：H19年度厚生労働省障害者保健福祉推進事業「精神障害者の地域生活支援を推進  22  
するための精神科訪問看護ケア技術の標準化と教育およぴサービス提供体制のあり方の検討」，主任研究者：萱間真美・   



精神科訪問  看護等の研修状況  （平成19年度）   



現状及び課題と検討の方向  現状及び課題   

○精神科訪問看護では、症状安計改善のためのケア、服薬・通院継続のための関わり等により、地域  
生活の継続に効果がみられている。  

○精神科訪問看護につい七は、近年、実施事業所数や件数が伸びており、さらに急性増悪時の対応や  
退院時の支援を図るための診療報酬の改定等が行われている。  

○訪問看護ステーションの約半数で、精神疾患を主傷病とする利用者への訪問が実施されておらず、  

従事者の経験の不足や地域資源とのネットワークの不足等が課題となっている。また、医療機関から  

の訪問着護ステーションへの依頼がないという意見もあり、医療機関への訪問看護の活用についての   

周知も課題である。  

○ 精神障害者を対象とした訪問看護においては、   

一家族支援を行う必要性が高い   

・医療サービスに併せて社会資源の活用を調整する必要がある  
など、多様なニーズに応じることが求められる。  

○ また、これらに加え、病状によりスタッフの安全確保や、十分なケア、アセスメントを実施するため、  

複数名での訪問が必要であるとの意見がある。  

検討の方向  

○ 精神障害者の地域生活を支える適切な医療を確保する観点から、医療機関による精神科訪問看護  
の充実に加え、地域を拠点として普及している訪問看護ステーションの活用を図りながら、精神科訪問  

看護の一層の普及を図るべきではないか。そのため、従事者の研修等を進めるとともに、医療機関に  

おいて訪問看護が一層活用されるよう周知や、訪問看護ステーションとの連携等を促すべきではないか。  
○症状が不安定であり、多様な生活支援を要する精神障害者の特性に対応できるよう、訪問看護の機  
能の充実を図るべきではないか。特に、福祉サービス等の利用との連絡調整や、病状不安定な対象者  
への訪問看護が効果的に行われるよう体制の強化を図るべきではないか。   



早期支援について   



「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する研究会」  

これまでの議論の整理と今後の検討の方向性（論点整理）より抜粋  

Ⅲ 今後の精神保健医療福祉施策の基本的考え方  
「精神疾患に羅患した場合にも早期に適切な医療にかかれるような社会としていくことを基  

本的な考え方とし、以下の柱に沿って、施策を講ずるべきである。  1）問早期 対応による重症化の防止のための体制の整備  

2）急性期入院医療の充実等による入院医療の質の向上や、精神科救急医療、精神科訪  
問看護等地域生活を支える医療の整備を通じた入院の長期化や再入院の抑止  

3）地域における福祉サービス・医療サービス等の充実を通じた入院患者の地域生活への  

移行及び地域生活の支援の一層の推進と、長期入院が必要な患者に対する適切な療養  
の提供」  

Ⅴ 精神保健医療体系の再構築に関する今後の検討の方向  
（3）医療体制・連携について  

○ 相談体制、入院医療及び通院一在宅医療のあり方に関する検討や、医療計画制度の  
見直しを踏まえ、今後の精神医療体制のあり方について検討を行うべきではないか。  

・精神疾患の重症化の防止を図るための早期支援のあり方について  

Ⅳ 精神疾患に関する理解の深化（普及啓発）に関する今後の検討の方向  
「精神疾患の早期発見・早期対応による重症化の防止を図ることを念頭に置いて、今後の  

具体的な普及啓発方策について検討を行ってはどうか。」  1  

1■・－   



ー‾Ⅶ】一 

1  日本における疾病負担   
DALYs（性・年齢階級・主要疾患別）※  （DALYs）   
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（年齢）  

（2002年）   口悪性新生物塑糖尿病□神経・精神疾患D循環器疾患■筋骨格疾患口歯科疾患  

※ DALYs（DisabiIity－AdjustedLifeYears）＝疾病により失われた生命や生活の質を包括的に測定するための指標 2  

北里大学佐藤敏彦先生提供資料より   



日・本における疾病負担   
（年齢別割合暮2002年）  

PercentofDALYsby鱒uSe，age＆sex  

Japan，2002  
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3  

北里大学佐藤敏彦先生提供資料より   



成人精神疾患患者の児童思春期の状況  
成人期以降に何らかの精神疾患に羅患している者のうち  

何らかの精神科的診断に  
26歳時の診断  

11′、■15歳に該当   11～18歳に該当   11～21歳に該当   

何らかの精神障害   50．0％   73．9％   82．4％   

不安障害   54．5％   76．6％   84．9％   

うつ病性障害   52．3％   75．3％   84．5％   

操病エピソード   58．6％   79．3％   93．1％   

摂食障害   64．0％   84．0％   92．0％   

物質使用障害   52．6％   75．8％   83．7％   

52．8％   88．9％   94．5％   

反社会性人格障害   62．5％   85．0％   92．5％   

例）NewZeaLand，Dunedinに1972年に出生した1000人以上の新生児一般人口標本を胎生期から成人期以降まで縦断的追跡。  
厳密な臨床評価面接を繰り返し実施。  

資料：Ju［iaKim－Cohen．et．a［．，“PriorJuveniLeDiagnosesinAdu［tswithMentalDisorder”．ArchGenPsychiatry．2003；60：709－717   



統合失調症の早期支援関連概念の定義  

臨界期の終わり  

④pLEs  

①病前期  
’   

②前駆期   

①病前期－‥精神症状や機能低下なし  

②前駆期＝・発病した時点から後方視的にそ  

れ以前を振り返った際の概念。ARMSと異な  
る。  

③臨界期（CriticaIPeriod）‥一初回精神病エ  

ピソードから2年～5年の期間。DUPを含む。  

④pLEs（Psychotic－］ikeexperiences）・＝精神病  

様症状体験  

⑤ARMS（AtRiskMentalState）・＝精神病発症危  

険状態；発病する危険のある精神状態  

chosis）”・  Duration ofUntreated Ps   

臥  

平成20年度厚生労働科学研究責補助金「思春期精神病理の疫学と精神疾患の早期介入方策に関する研究」  

岡崎祐士研究代表者・西田淳志研究分担者提供資料より   



発生頻度等に関する疫学的知見  

◆我が国のDUPに関する知見   
2002年の都内医療機関2施設における調査では、DUPの平均値は13．7月、中央   
値5．0月であった（Yamazawa，2004）。  

◆初回精神病エピソードに関する知見   

年間発生率（20／100万人）（DepartmentofHealth，England，2001）   

16～30歳の年齢域に初回精神病エピソードの80％が集中する。15歳以下の年齢   
域では5％（Hafner，1998）。  

◆ARMSに関する知見   
ARMSに該当する若者（自ら精神的不調を自覚し、help－Seekingしてきた者）のうち、   
1～2．5年以内の精神病移行率は、10％～35％（Yunget，aI．，2006；CannonetaI．，   
2008）。精神病へと移行した若者のうち2／3が最初の12カ月間に集中。  

◆PLEsに関する知見  

こ
 

一般人口標本  
いた児童（14％  
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平成20年度厚生労働科学研究費補助金「思春期精神病理の疫学と精神疾患の早期介入方策に関する研究」  
岡崎祐士研究代表者・西田淳志研究分担者提供資料他より   



イングランド入院を予防するための3つの専門アウトリーチサービス  

～分担と連携～  

■l  

平成20年度厚生労働科学研究費補助金「思春期精神病理の疫学と精神疾患の早期介入方策に関する研究」  

岡崎祐士研究代表者・西田淳志研究分担者提供資料より   



精神病早期支援サービスの例  
～英国保健省サービス実践ガイド（2001）より～  

（目的）   

■ 専門家および一般の人々に対する  、精神病に対するステイグマを低減さ  
せ、精神病症状の知識、および早期アセスメントの必要性に関する認識を高める 。  

・若者が未診断、未治療で放置されている期間を短縮する。  

■ 病初期の継続的な関係（engagement）を構築し、エビデンスに基づいた介入を実施し、  

回復を促進する。  

（サービス対象、期間）  

・14歳から35歳で、精神病を初回発症した人々  

・14歳から35歳で、精神病羅病期間が3年以内の人々  

・上記該当者に対し、2年ないし3年の集中的・包括的支援を行う。  

（典型的なサービス規模）  

・人口100万人の地区に、3～4チーム（アウトリーチチーム）および1専門入院施設。  

・1チームに6～7名のケアコーディネーター。ケースロードは15程度。  

平成20年度厚生労働科学研究貴補助金「思春期精神病理の疫学と精神疾患の早期介入方策に関する研究」  

岡崎祐士研究代表者・西田淳志研究分担者提供資料より   



英国における精神病早期介入サービスの主要コンポーネント  

DUP短縮のための啓発活動  

早期紹介のための地域連携  

紹介後の迅速な訪問型アセスメ  

ント（若者が可能な限り緊張しな  

い環境での初回アセスメント）  

臨界期治療サービスへの紹介・  

エントリーサービスとしての役目  

ケアコーディネーターによる担当  

制の訪問型支援・治療  

ケアプランの作成、ケースマネー  
ジメント  

工ンゲイジメントの重視  

家族支援の重視  

低用量単剤一薬物療法  

心理療法（CBT）  

就学・就労支援  

MarshallM etaI，2004  

平成20年度厚生労働科学研究費補助金「思春期精神病理の疫学と精神疾患の早期介入方策に関する研究」  

岡崎祐士研究代表者・西田淳志研究分担者提供資料より  

ー ．．． －   



早期支援の構成要素モデル化例（イギリスの専門家のコンセンサスによる）  

対象   精神疾患の初回エピソードを体験した人   

チーム構成  専任の専門職（精神科医、1名以上の精神科看護師、臨床心理士）、うち1名以上は認知行動療法の研修を受け  
ていること   

アプローチ   医学一社会学りむ理学のモデルを用いた統合的アプローチ   

位置づけ   従来の精神疾患へのサービスからは独立した機関（従来のサービスの付加的施設ではないこと）  

初期評価（迅速）   集中的治療と合併症の早期発見   集中的治療と再発防止   アウトカム   

医学的アセスメ  ・精神疾患の疑いによる紹介から診  ・抑鬱状態の査定と治療   ・ 左記全項目の継続実施   ■早期治療串入の決定   
ントと治療計画  断へ：病歴、精神状態、リスク評価  ・自殺念慮の早期発見と治療   ・ 再発防止計画の作成   ・合併症の早期発見  

（自殺を含む）、再発のリスク   ・治療抵抗性の陽性症状にCBTを実施  ・リスクの明確化   

薬物療法  ・低用量の第2世代抗精神病薬の投与  ・生活に支障を来す陰性症状に対する  ・精神症状の安定化  
・薬物療法の詳細な情報を提供  薬物療法の見直し   ・最小限の副作用  
・患者の意思決定への参加  ・患者の参加   

社会・心理学的  ・社会機能の評価   ・抑鬱状態・自殺念慮の早期発見と対処  ・再発防止計画の作成   イ痛み」の明確化   

アセスメントと  ・資源の評価  ・患者評価への家族／身近に人の参  ・社会機能・家族槻能の明確化   

ケア計画   ・家族評価  加   ・自殺予防   
・患者の希望、疾患理解度の査定  

・苦痛や困難の領域の特定  

プログラム   ・プライマリの割当   ・精神病学習教材の提供   ・左記全項目の継続実施   ・家族の治療参加   

（非薬物）   ・関係作りと見守り   ・薬物療法の詳細な情報を提供   ・再発防止計画を家族と共有   ・コンプライアンスの向上  

・家族／身近な人の治療参加   ・家族への介入：心理教育と支援   ・プログラムの有効性の評価（患者・家  ・症状のセルフマネジメント  

・家族／ケア提供者への情報提供  族の積極的参加可能な内容）  ・再発予防   
（危機的状態時の対処方法）  ・プログラムの継続（患者が参加しなく  

t24時間管理チームの時間外支援の提供  ても終了しない）  

地域との連携  ・プライマリケア施設からの紹介   ・クライシスインターベンション   ・左記全項目の継続実施   ・より早い早期介入  

・児童一思春期精神保健サービス  （集中的な地域支援）   ・紹介経路の評価   ・危機的状況時への早期対処  

からの紹介   ・個別の年齢に応じた入院施設の利用  ・プライマリ施設と早期介入サ  

・翻訳サービスの利用  ・入院患者に場合はその入院の見直しに  ービスの役割の明確化   

・プライマリケア施設や他の機関に  

対する窓口の設置  ・入院患者：退院計画に積極的に関わる  

・再発防止計画の作成と実施   目標   ・早期治療の導入の決定   ・治療・ケア計画の作成  、∴Y 事壷葦葱競羞恕き′…′＝L∴⊥ご．．う、∴ u√′ 

・状態・機能把握   ・治療・ケアの実施   ・治療の評価と見直し   こミ、…真髄竃二轟撮嶽嘉ミ鵠叫み∴．ィ「・ト∴．       一句1てで：・了、．∴ふ■ン・∴∴‥         ▼・べ▲■  ＝ 
・見通しの評価   ・危機介入、合併症の早期発見と予防   ・地域との連携の強化   

橙難無㌍ ㌍轡墾＝無才一≡：華や薄・三 

10  

平成20年度岡崎班分担研究「精神疾患の早期介入プログラムの構成要素」（小高恵実、西田淳志、伊藤弘人）より   



サー  

National  EIS※（3））2003－6  

未治療期間  12－18月  5－6月   

％初発例の入院率   80％  41％   

％初発例の強制入院率   50％  27％   

再入院率   50％  27．6％   

％12カ月間の治療継続率   50％  100％（79％we［16ngaged）   

家族の参加率   49％r  91％   

家族の満足度   ち6％  71％   

就労率   8－18％  55％   

自殺企図   48％  21％   

自殺完遂  0％  

※WorcestershireEIS（Smith，2006）  

11  
平成20年度厚生労働科学研究費補助金「思春期精神病理の疫学と精神疾患の早期介入方策に関する研究」  

岡崎祐士研究代表者・西田淳志研究分担者提供資料より   



早期介入サービスによるコスト削減効果  
（ポンド）  
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口臼（早期介入サービス）  

凰Standardcare（通常治療）  

（McCrone，Dhanasari，KJlaPP2007）  

12  
平成20年度厚生労働科学研究費補助金「思春期精神病理の疫学と精神疾患の早期介入方策に関する研究」  

岡崎祐士研究代表者・西田淳志研究分担者提供資料より   



早期支援の効果に関するエビデンス  

◆RCT（ランダム化比較試験）（1）～英国 LEO～  

0  

改善については、両群に有意差みられず（Garetyeta［・，BJP2006；CraigetaL，BMJ2004）。  

◆RCT（ランダム化比較試験）（2）～デンマークOPUS～  

初回精神病エピソード患者（547名）を標準サービスと早期介入サービスに無  1
一
 
 

〇
 
 

付
 
 

割
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イ
 
 

為
 
 

作
 
 

。至年後の評価では、入院施設利用羞           設計用率 入院日数が有意に低か墟（Thorup  

eta（・・SchiRes2005；PetersenetaI・，BJP2005，Berte［seneta［．，ArchGenPsych2008）。  

◆地域介入比較調査 ～ノルウェー TIPS～  

早期介入を行っている地域とそうでない地域におけるDUP、症状、社会機能、自殺率を比  
較。介入地域でDUPが  、 初回精神病エピソード患者の旦生後の症状、特に陰性   

の割合も有意に甚り。且殺率も介入 症鱒レベルが有意に低く、就卦就学 地厚で有面三  

い（Me‖eetaJ・，ArchGenPsych2004；Me‖eetaJ・，AJP2006，Larsenetaf．，SchizophrBuIl  
p6）。 平成20年度厚生労働科学研究費補助金「思春期精神病理の疫学と精神疾患の早期介入方策に関する研究」 

13  

岡崎祐士研究代表者・西田淳志研究分担者提供資料より  



我が国における早期治療のための取り組み例  

イル㌧ボスコ  

東邦大学大森病院メンタルヘルスセンター■早期精神病ユニット  

（外来 ＋ デイケア ＋ 入院病棟）  

治療方針：統合型地域精神科治療プログラム（OTP）  

治療プログラム  サービスモデル  

1．早期発見■早期介入  
2．多職種チームモデル  
3．継続的なアセスメント  

4．訪問サービス  
5．双方向性の心理教育   

1．非定型抗精神病薬による薬   

物療法  

2．ストレスマネジメント  

3．認知行動療法  

4．就労支援  

14  

東邦大学水野雅文先生提供資料より   



イルポスコでは、医療従事者  
向けにも東邦大学医学書開青  

神神経医学講座のスタッフ  
が様々なケーススタディを元  

にエビデンスに基づいた効果  

的な治療法などの情専酎是供  
を行っています亡．  

こ開業の先生方、地域の精  
神保健福祉従事者の方から  
のお問合せはこちらへお送り  

下さい。  

イルポスコでは、精神科医、看護師、作業療法士、精  
神科ソーシャルワーカー、臨床心摺士が一体となっ  

て、15～30歳の若者のこころの病の早期発見と早期  

治療を目指しています。  
1年間の期間を設け、ミーティングなどのコミュニケー  

ションを通じてレジリエンス（自己回復力）を高め、こ  

ころのパランえを取り戻すのをお手伝いします。この  
サイトを通じて、若者のこころの病についての正しい  

知識や回復方法についての王翌鰐を深めてくださし1。  

LNFORMAT）ON  一覧へ○  1  

l  

交通  案内  ET 

▼拇載臼  ▼内聾  酪連リンク  苺  

http：／／www．】ab．toho－u．aC．jp／med／OmOri／mentalhea［th／  東邦大学水野雅文先生提供資料より   

1 － ■ ．．】【  



三重県津市における早期発見■支援モデル事業  

モデル地区（校区）  

啓発プロジェクト  

（対象：啓発手法）  

1． 生徒：中学卒前啓発授業プログラム  

2． 生徒：啓発リーフレット配布プロジェクト  

3． 生徒t保護者：保健室だよりによる啓発  

4． 保護者：幼りト中保護者合同啓発研修会  
5． 教員：早期事例ケースマネージメント研修会  
6． 養護教諭：幼り」、・中養護教諭合同勉強会   

7． 一般医：早期連携促進訪問活動  
8． 一般医：早期発見パンフレット配布プロジ工ク  

学校内精神保健推進プロジェクト  

1． 校内精神保健特別支援委員会の設置  
特別支援コーディネーター、養護教諭、  

スクールカウンセラー、各学年特別支援担当者  
スクールソーシャルワーカー、管理職（教頭・校長）  

等による定期的な検討会議  
議題：精神的不調を抱える生徒の把握と校内に  

おける対応、保護者との連携の検討  

2．校内精神保健特別委員会、保護者からユー  
スメンタルサポートセンターMIE早期支援アウ  
トリーチチームへの相談、連携要請  

早期支援専門スタッフ育成研修  

1． 英国早期支援国家プロジェクト委員による集中研修  

2．定期的な事例検討とサービス内容のレビュー  16  

平成20年度厚生労働科学研究費補助金「思春期精神病理の疫学と精神疾患の早期介入方策に関する研究」岡崎祐士研究代表者・西田淳志研究分担者提供資料よリ   



平成20年度厚生労働科学研究費補助金「思春期精神病理の疫学と精神疾患の早期介入方策に関する研究」岡崎祐士研究代表者・西田淳志研究分担者提供資料より   



若者を対象とした精神疾患病名認知度等の調査  
～思春期・青年期精神病理疫学研究3万人調査サンプルの一部～  

（平成21年3月末時点 中間報告）  

10代若年者地域標本約10550名  

・精神疾患病名認知度  

・症例提示正答率  

・help－Seeking行動  

■精神的不調の自覚  

・支援を求める先  

・抵抗のある相談先  

・不調者の保健室利用  

・ハイリスク者のheわー  

seeking行動と相談先  

等々  

中学生 約450名（長崎県）  

高校生 約9500名（高知県）  

大学生 約600名（愛知県）  

平成20年度厚生労働科学研究こころの健康科学研究事業  
「思春期精神病理の疫学と早期介入方策に関する研究」  

（研究代表者：岡崎祐士）研究分担者：西田淳志（東京都精神医学総合研究所）  18   



病名認知度調査  
中学生（N＝450、長崎県）   高校生（N＝9566、高知県）  

うつ病  

摂食障害  

統合失調症  

対人恐怖症  

薬物依存症  

初よく知っている  

苗名前は聞いたことがある  

15．7  
が、具体的には知らない  

聞いたこともない  

J  

0％  20％   40％   60％   80％ 1009   

大学生（N＝586、愛知県）  

0％  20％   40％  60％  80％   100％  

小■中学生保護者（N＝1174、三重県）  

うつ病  

摂食障害   

統合失調症  

摂食障害  

統合失調症  

対人恐怖症  ．4 対人恐怖症  

薬物依存症  薬物依存症  

0％  20％  40％  60％  80％   100％   0％   20％  40％  60％  80％ 100％  

19   平成20年度厚生労働科学研究こころの健康科学研究事業「思春期精神病理の疫学と早期介入方策に関する研究」（研究代表者：岡崎祐士）  
研究分担者：西田淳志、研究協力者：今村芳博、下寺信次、野中 猛、谷井久志  



うつ病・統合失調症の症例提示に対する病名正答率  
高校生（N＝9566、高知県）  中学生（N＝450、長崎県）  

100％  

90％  

80％  

70％  

60％  

50％  

40％  

30％  

20％  

10％   

0％   

重篤E  
2．5  書30■9  

■よくわからない  

対人恐怖症  

42．8 島摂食障害  38．0  

□統合失調症  
0．5   

7．5［三笠］   ぅっ病  

13．3  

＋5．O ll別に病気では  ■3．5  
ない  

うつ病事例の提示  統合失調症事例の提示   

大学生（N＝586、愛知県）  

うつ病事例の提示 統合失調症事例の提示  

100％  

80％  

60％  

40％  

2。％ 68．  
1  

22．1  
0％  

うつ病事例の提示  統合失調症事例の提示  

平成20年度厚生労働科学研究こころの健康科学研究事業「思春期精神病理の疫学と早期介入方策に関する研究」（研究代表者：岡崎祐士）  
研究分担者：西田淳志、研究協力者：今村芳博、下寺信次、野中 猛   
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精神的不調のために困った場合、最初に相談しようと思う  
相談相手や相談機関はありますか？  

高校生（N＝9566、高知県）  中学生（N＝450、長崎県）  
誰にも相談しょうと且わない二 誰にも相談しようと思わない  

友人  
家族  

学校の担任 ■－5．4  

保健室の養護教諭」－5．1  
精神科クリニック ■■3．4  

その他l■3．4  

学校のカウンセラー・相談月 ■3．1  

近所の内科・小児科 ■1．9  
各種インターネット相談 ■1．9  

精神科病院の外来11．3  

学校の担任 ‾‾8．5  

保健室の養護教諭I■■5．6  

精神科クリニック ー■5．6  

その他Il．6  

学校のカウンセラー・相談月 ■1．3  

近所の内科・小児科 ■■4．0  

各種インターネット相談 Tl．8  

精神科病院の外来 ■1．8  

保健所・保健センター！0．4  

各種電話相談 0．2  

児童相談所10．7  

地域の心理相談室10．9  

1（？○）  

保健所・保健センター  
各種電話相談  

児童相談所   
地域の心理相談室  

6
5
5
5
 
0
0
0
0
 
 

0 10  20  30  40  50  60  70  

小・中学生保護者（N＝645、三重県）  
誰にも相談しようと思わない▲3．4  

0  10  20  30  40  50  60  70  

大学生（N＝586、愛知県）  
誰にも相談しようと思わない 

友人  
家族  

学校の担任  
保健室の養護教諭    10．4  

精神科クリニック ■5．1  

その他l■9．3  
学故のカウンセラー・相談員 ■■■7．3  

学校の担任 －2．8  

保健室の養護教諭 ■■■6．3  
精神科クリニック ーI14．5  

その他 ▲■4．5  

学校のカウンセラー・相談 ■■6．6  

近所の内科・小児科 －3．1   

各種インターネット相談 －3．3  

精神科病院の外来11．0   
保健所・保健センター tO．3  

各種電話相談 
児童相談所 0．2  

地域の心理相談室10．7  

0 10  20  30  40 50  60 70 】  

近所の内科・小児科  
各種インターネット相談 ■5．9   

精神科病院の外来■2．6  

保健所・保健センターI－4．0  

各種電話相談 －■■8．7   

民間の心理相談室 ■1．6  

教育相談所 ■6．7  
児童相談所 ■6．5   

地域の心理相談室IO．5  

［
〓
］
 
 

0 10  20  30  40  50  8
0
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精神的不調のために困った場合、相談しにくい、または、  
相談先として抵抗のある相談相手や機関はありますか？  

中学生（N＝450、長崎県）  高校生（N＝9566、高知県）  

友人  

近所の内科小児科  

家族  

学校の担任  

保健室の養護教諭  

学校のカウンセラー・相談員  

精神科クリニック  

精神科病院の外来  

各種電話相談  

各種インターネット相談  

保健所・保健センター  

児童相談所  

地域の心理相談室  

その他  

友人  

近所の内科小児科  

家族  

学校の担任  

保健室の養護教諭  
41．6  学校のカウンセラー・相談員  

精神科クリニック  

精神科病院の外来  
47．0  各種電話相談  ■（％）  

44．5  各種インターネット相談  

保健所・保健センター  

児童相談所   
地域の心理相談室  

その他1｛■5．3   

O 1020304050  

小・中学生保護者（N＝645、三重県）  

■ll■3．6   

0  10  20  30  40  50  60  

大学生（N＝586、愛知県）  

友人  
近所の内科小児科  

家族  

学校の担任  
保健室の養護教諭  

学校のカウンセラー・相談員  

精神科クリニック  

精神科病院の外来  

各種電話相談  

各種インターネット相談  

保健所・保健センター  
児童相談所  

地域の心理相談室  

その他  

教育相談所  

近所の内科小児科 ■■■15．0  

学校の担任■■6．0  
保健室の養護教諭 －4．3  

学校のカウンセラー・相談員 ■4．2  

精神科クリニック  

精神科病院の外来  

各種電話相談  

各種インターネット相談   

保健所・保健センター  

児童相談所  
地域の心理相談室  

二10．5  

9．9  
その他 ▲1．6  ■■1．9   

0  10  20  30  40  50  0  10  20  30   40   
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高校生の相談先  

過去6カ月間に苦痛感をともなう幻卦妄想症状（PLEs）を複数回体験している若者（3．4％）  
誰に相談・支援を求めているか？（高校生N＝9566）  

問題がないので相談する必要がない  

問題はあるが相談していない  

40・8 恵PLEs（＋）  

幻覚暮妄想（あり）  

複
数
回
答
あ
り
 
 

担任の先生 
攣叩圃 

済  
保健室の先生：  

医者またはカウンセラー攣腎4・9  

PLEs（－）  

幻覚・妄想（なし）  

その他 7  

0  10  20  30  40  
5J％）  

平成20年度厚生労働科学研究こころの健康科学研究事業  高知県における調査（2008年12月）  

「思春期精神病理の疫学と早期介入方策に関する研究」（研究代表者：岡崎祐士）  
研究分担者：西田淳志、研究協力者：下寺信次  23   



高校生の保健室利用状況  

過去6カ月問に苦痛感をともなう幻覚q妄想症状（PLEs）を複数回体験している若者（3．4％）  
過去1カ月間の保健室の利用状況（高校生N＝9511）   

PLEs（＋）  

幻覚・妄想（あり）  

Control  
幻覚・妄想（なし）  

40％  0％  20％   60％  80％  100％  

□利用なし ロ1回のみ 図2～3回 園4回以上   

高知県における調査（2008年12月）  

平成20年度厚生労働科学研究こころの健康科学研究事業  
「思春期精神病理の疫学と早期介入方策に関する研究」（研究代表者：岡崎祐士）  

研究分担者：西田淳志、研究協力者：下寺信次  
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ご家族が精神疾患を発病される以前に、  
精神疾患について学ぶ機会はありましたか？  

（患者家族調査）  

（％）  

プレ調査（東京都）2009年3月  平成20年度厚生労働科学研究こころの健康科学研究事業   

「思春期精神病理の疫学と早期介入方策に関する研究」（研究代表者：岡崎祐士）  
研究分担者：西田淳志、研究協力者：田上美千住、新村順子、石倉習子  25   



調査結果（中間報告）概要  
・うつ病など他の精神疾患に比べ、統合失調症に関する若者（中学生・高校生一大学生）の  

認知度は著しく低く、88％～97％が統合失調症について「聞いたこともない」、もしくは、「名  

前は聞いたことがあるが、具体的なことは知らない」と回答している。  

・若者の保護者に関しては、うつ病について「よく知っている」と回答した者が70％を超える  

一方で、統合失調症について「よく知っている」と回答した者は20％にとどまっている。  

・精神的不調を抱えた際、若者の多くは、まず、「友人」、「家族」に相談すると回答している。  

一方で、9～19％の若者は、「誰にも相談しない」と回答している。  

■若者が精神的不調に関する相談をするにあたり、抵抗が少ない相談先として、「友人」、  

「家族」、「近所の内科りト児科」をあげている。学校の担任に相談をすることに、抵抗を感じ  
る若者の割合が多い。  

・保護者が若者の精神的不調に気づいた際に、「学校の担任」が最初の相談先として最も  

多くあげられている。「学校保健室の養護教諭」、「学校のカウンセラー」など他の学校関係  
者、および「近所の内科・小児科」も、比較的、保護者にとって抵抗感の少ない相談先であ  

ることが示唆されている。一方、保護者としては、精神科医療機関に直接相談することに抵  

抗感を感じている者が少なくない（30％以上）。  

t苦痛感をともなう幻覚・妄想様の症状を過去6カ月以内に複数回体験している若者のうち、  

34％は「精神的な問題は自覚しているが、誰にも相談できていない」と回答している。一方で、  
そういった体験を有する若者の40％が友人に、20％が家族に、すでに、精神的不調に関す  

る相談をしてる0また、そういった体験を有する若者の40％は、過去1カ月間に学校保鰐  

を利用している。   



・2004年：WHOとJEPA（国  

際早期精神病学会）による  

国際共同  
l＝±コこ   

旦昌  

・若者の精神病からの回復   

を促進するためのコンセン   

サス  

・学校に通う15歳のすべて   

の若者が、精神病に対処   
しうる知識を身につけるべ   

きである  

Aco‖aboratjonbetweenNIMHE／Rethink，  

］RIS，theWor］dHealthOrganisationand  

the［nternationaIEarlyPsychosis  
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学校における取り組み例  

文部科学省における精神保健に係る取り組み例  

1．学習指導要領に基づく保健教育  

2．学校保健安全法に基づく保健指導および健康観察  
3．子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業  

4．教職員向けの手引き等の普及  
・「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応－メンタルヘルス   
を中心として－」  

・（参考）「子どものメンタルヘルスの理解とその対応」（（財）日本学校保健会）  

5．子どもの心のケアシンポジウム  

6．その他  

28   



学校における取り組み例  

学習指導要領における関連事項の記載状況  

（小学校）  

目標   心の健康、けがの防止及び病気の予防について理解できるようにし、健康  
で安全な生活を営む資質や能力を育てる。   

各学年の  なし  

目標及び  

内容   第5・6学年   1．・目標 心の健康については、心も体と同様に発達すること  
及び心と体は相互に影響し合うことについて理解できるよう  

にする必要がある。また、不安や悩みに対して、適切な対処  

の方法があることを理解できるようにする。  

2．内容 心の健康  

心の発達及び不安、悩みへの対処について理解できるように  
する。  

ア 心は、いろいろな生活経験を通して、年齢に伴って発達  

すること。  

イ 心と体は、相互に影響し合うこと。  

ウ 不安や悩みへの対処には、大人や友達に相談する、仲間  

と遊ぶ、運動をするなどいろいろな方法があること。  

」乙ミフ   

（平成20年3月改訂）   



学校における取り組み例  

学習指導要領における関連事項の記載状況  

（中学校）  

目標   個人生活に●おける健康・安全に関する理解を通して、生涯を通じて自らの健  
康を適切に管理し、改善してい＜資質や能力を育てる。   

各学年の  第1学年   心身の機能の発達と心の健康  

内容  
（1）心身の機能の発達と心の健康について理解できるように  

する。  

ウ 知的機能、情意機能、社会性などの精神機能は、生活経  

験などの影響を受けて発達すること。また、思春期におい  

ては、自己の認識が深まり、自己形成がなされること。  

工 精神と身体は、相互に影響を与え、か力＼わっていること。  

欲求やストレスは、心身に影響を与えることがあること。  

また、心の健康を保つには、欲求やストレスに適切に対処  

する必要があること。  

第2′〉3学年  なし   

30  
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学校における取り組み例  

学習指導要領における関連事項の記載状況  

（高校）  

目標   個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし、  
生涯を通じて自らの健康を適切に管理し、改善してい＜資質や能力を育  
てる。   

内容   （1）現代社章と健康  

我が国の疾病構造や社会の変化に対応して、健康を保持増進するため  
には、個人の行動選択やそれを支える社会環境づ＜りなどが大切である  
というヘルスプロモーションの考え方を生かし、人々が らの  、  

切に管理すること及び環境を改善して＜ことが重要であることを理解で  
きるようにする。  

ウ 精神の健康  

人間の欲求と適応機制には、様々な種類があること。精神と身体には、  

密接な関連があること。また、精神の健康を保持増進するには、欲求や  
ストレスに適切に対処するとともに、自己実現を図るよう努力していく  

ことが重要であること。   

各学年の内容   「保健」は、原則として入学年次及びその次の年次の2か年にわたり履  

修させるものとする。   
31  
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学校における取り組み例  

教科書（小学校）の記載例（抜粋）  

≡冨不安やなやみをかかえたときは？義一芸ご訂；   軋  、。  

小存 留  
不安やなやみをかかえたと菅，どうすればよいか．話し合ってみましょう。  

ズ：∴J  

1九▲∨レ 関守じつくDと考える．  挽ために那ける．  先生や諦巧人．友だちなとに相談する，  

けし＝け九  

：芸だれだって不安やなやみを経験する 、 ・●● ‥  

しl■⊥士   ：電卓期は．休も心も大きく変化する   

時期です。また，人とのつきあいが広  
；．くぎっ  

5 がり，複雑になってきます．やりたい   

ことが増えてくる反面，‾丁き与いこと，   

がまんし甘ければならないことも増え   

てきます。そのため，不安やなやふを   

経J映することが多くなります。  

●小学5年生のなやみ  

途最や勒なとで親操をする。   

自分に合った方法を  
見つけましネう。   

わたしたちは．さまざまな不安やなやみ音経放し，それにたえた、り，東リ  
ウノニ  

こえ⊥うと穿カしたりを積み重ねていくことによって，心をたくましく，豊  

かにしていくのです。   

そ
の
鞄
 
 

愚
の
一
妄
 
 
 

評
應
や
悪
の
こ
と
 
 

薦
動
の
こ
と
 
 

自
分
の
願
耶
や
 
 

鉢
の
こ
と
 
 

梨
の
こ
と
 
 

智
や
蘇
の
こ
と
 
 
 

友
人
の
こ
と
 
 

なやんだと蕾．あなた・  

ならどうしますか？   

友だちがなやんでいる  

とき，何をしてあげられ  

ますか？  

なやんでいるのは．  

わたしだlナじやないのね。 

≠登醐凧のりゝ学生へ欄L（削場合袷爾センターによる．2て湖年）   

小学校教科書：「新1みんなの保健5・6年生」平成18年1月発行 学研  
32   



学校における取り組み例  

教科書（中学校）の記載例（抜粋）  
◎心身の平和と心の馳静   

不要を感じると邁が遠くなったり，う   

れしいことがあると体調がよくなっ亘り   

することがあります。また，体調が恋い  

～ と気持ちがしずんだり．運動をすると気  

資料80心と体の闘隠  

分がきわやかになったりすることもあり  

ます。このように，心と体は轟論こ闇係  

しています。これ乳業諒と体の鮎宮  
が神経やホルモンでつながっているから  

なのです（資料3）．   

中学生の時期は，休も心も大きく変化  

するときだけに．姦策不増やストレスを  

感じることが多くなりがちです。これら  

の問題にうまく対処でき射ヽ鳩創＝軋  

体や行軌こ好ましくない反応が起こるこ  

ともありますく資料り。   

しかし．欲求不満やストレスにたえ，  

乗りこえようと努力することによって．  

心は強くたくましくなってい望ます。心   

…
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◎朴レか¢触  
ストレスとは，周囲からさまぎまなぁ鮎受け．心身に鼻  

迫朗、ゎた状態のことで呆   
ストレスはこ最的には「いやなもの」と思われがちですが，  

過度なストレス軋むしろ心身を発達させるうえで必要なも  

のです。しかし，ストレスが大空すぎたり●長く鰍lたりす  

ると一心身に惑影鮎およぽすこともあるので，ストレスに  

○ ストレスのもとになる燕  
l払うの刺激をストレツサー  

といい．■それによってβこる  
J脚ヒをストレス反応と  
いい零す．   
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‘l  

i料ヰ○心の閂畠が雫田で起ころ好ましくない反応  

ストレス反応 は追卯こ対処することがたいせつです。 （ゆがみ）  

の健康を保つためには，自分や周りの人‡  

への理解を潔凱歌求やストレスに適切  

に対処して．心身の調剤を保つことがた  

いせつです。  

心が縫鷹だということは．どういう状蟻のことを  

いうのでしようか。次のことを鱗に，自分の心  

の醜頓について考ぇてみましょう。  

二≡慧≡警≡≡？恕監…警孟三宝書芸「三器芸芸・   

の行動を決めていますか．   

■他人の気持ちを警解してⅧすることがで守芋す抄．  

篭 用朋的でよいこと助かつて 21  騨垂釧離しの動を棚し・静場競出し合って誠しぶう・恥瀞－一組）  
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学校における取り組み例  

教科書（高校）の記載例（抜粋）  
れている状況を，蔦軌こ誠銚・珊的に見な机てみることです。   

たとえば、なにかを少し失敗しただけなのに，「まったくだめだった」   

と凰って満ち込んでしまう例のように．良分の思い込みでストレスがおこ   

b場合がありますbしかし矧蜘こはだめなところもあったけれど．うま  

，くいった紘分もあったのではないでしょうか。  

この上うに，吟削＝見なおし，とらえ方を変えてみることによっで，そ  
◆ストレスについて．島舟でとることがで毒る楠盛者考えちれるようになる9  2 翼 れまで見えていなかった葦分が見えてくることがあります。自分の払い込  

みにとらわれないことがたいせつです．   

3．気分転換やリラクセーション  ストレス札さまぎまな箇巌のしかたで壮齢●ることができます（飢〕b  
厨～ 劇戎で景分転換  

原因への対地  ゎ なんらかの底辺によるストレスから，とうしても篭れられないこともあ  

はす。そんなとき，熱中できる鮎をもっていると．気分転襲をはかる  ストレスへの対処法としてまず考えるぺきことは・ストレスの鹿田とな  

っていることがらへの対処ですnつまり・ストレスの慮凶となっているこ  

とを秘したり蝕したりして，弼焉を解決することです0  

封入閲係のスルスであれば■自分の主張をきちんと伝えたり・相手の  

詰を脚睦に受け止めるなれて・ポ決することも必蛮でしょうb熟強ヤ  

スポーツの成績を上げることがスーレスの東園になっでいるときに吼戌  

鎮を上げることばかりにこだわるのではなく・その説定した日桜の高さや  

内秤オ唱切なものかとうかを臓しなおしてみることも必紫かもしれませ  

ん。  

ことができます（国力金 主た，適度な連動をしたり，友人と楽しい時陶を  

すごしたりして，ストレス崩狼摘こともか戊つです。さらに，入浴，邑翫ふ＿  

ストレッチングや体ほぐしの運動○なとのリラクセーションも勒射場り  

ます。   

多くの方法のなかから．自分なりのスルス対処法を身につけること鶉  

能椒な生宙を高かナていくために虚糞なことです。  

4．信頼できる人や専門寮への相談   
♂訪日■l）．1試〉一体嫁ぐしの遍  

払おこ礼1万」の硯●緊l．  

自分自身の努力やくふうで，ストレスに対処で毒る場合  

もあります。しかし，まわりの人びとの協力が必要な場合  

も少なくありません。そのためには，ふだんからまわりの  

人びととのコミふこケーションがうまくとれていることが  

たいせつです。そうすれば，l人で対処することができな  

くなったとき，家族や友人．先生なと，信頼できる周囲の  

人に権謀することがやきます。場合によっては，カウンセ  

ラーヤ捌渾なとの専門禦や書門捜漉○のカを活用すること  

も必要です（圃3）。  

珂3 専門糞によるカウンセリング  

2．  による対処  とらえ方を変えること   

っ削ち現在の状醐断を的掛こおこなうことが必資です。自分のおか  

ストレスへの対処のしかた  回l  

簡
 

♂■門愴沌として抜．蕉打軋  
欄職員鍵睡ヒンター．児農朋闇  
所なとがある，  

．に対応する専門家．′専門機朋  

で空ろ糊口象や専門ヰ闘にはとのようなものがあるの机．．篭た1・それぞれにどのような  

ストレス雅たちの心輔に桝亀お上附議樺に慰軋て・炸脚しか允モ射手こと畑である一  
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学校保健及び学校安全の充実を図るため、国が学校の環境衛生に関する基準等を  

策定するとともに、養護教諭その他の職員の役割について定める等所要の措置を講ずる。  

学校保健法の一部改正（学校保健・学校安全）  

○法律の題名を「学校保健安全法」に改称  

○国・地方公共団体の責務（財政上の措置その他の必要な施策の実施、国による学校安全の推進に関する計画の策定等）を   
明記  

○学校の設置者の責務（学校の施設設備・管理運営体制の整備充実等）を明記  

や日常生活l  

施すべき旨を規定  

（マニュアル）」を各学校において作成すべき旨  

平成21年4月1日   



学校における取り組み例   

教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応  

1．健康観察とは  
－メンタルヘルスを中心として－（概要）   
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早期に発見して適切な対応を図る  
ために行われる活動を指す。  

活動を円滑に進める  

2．経緯   

学校保健法の一部改正により平成21年4月1日に施行された学校保健安全法において、  
導、医療機関等との連携などが位置付けられその充実が図られたとこ  健康観察、保健‡  ヒ．  

日  

おいて教職員を対象とする「教職員のための子どもの健康観察の方法  ろ、文部科学省l  ヽ－  

0
 
 

れ
 
さ
 
 

成
 
作
 
 

」
 
 
 

二
 
 

と問題への対応－メンタルヘルスを中心として  

3．内容   

健康観察の重要性や目的の理解、健康観察の視点や方法、健康観察表のモデル例の提   
示等に加え、心の健康に関する健康観察の視点や対応の在り方について、日常の健康   
観察からの事例を通して、教職員をはじめ学校関係者の理解が深められるよう構成。  

4．事例の構成  
1）代表的な精神疾患とてんかん：統合失調症、うつ状態、リストカット等（13事例）   

2）発達障害と関連障害等：学習障害、アスペルガー症候群等（14事例）   
3）虐待と性被害：虐待、性的被害等（4事例）  36   



早期発見・早期支援の全体像（イメージ）  

DUP＝精神病未治療期間  
（DUP：DurationofUntreatedPsychosis）  

OP＝初回精神病エピソード  

OT＝治療開始  

DUP（未治療期間）  

統合失調症臨床病期モデル  
；  

初回精神病  

病前期  

■  l  

保健   
・母子保健   ・地域保健   

・学校保健   ・相談支援   

・普及啓発   

・普及啓発   ・普及啓発  

医療  
・症状に応じた診療   

・家族相談・支援りむ  の紹介   

理教育等  ・デイケア  

・ACT  
－（ケースマネージメント）  

ー危機介入   

福祉   
・福祉サービス   

・生活支援  
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現状及び課題  

○現状  

・精神疾患は、若年層を中心にあらゆる層において社会経済的な損失となっている。  

1特に統合失調症の発症年齢は10代から20代に集中している。  
・海外の研究では、統合失調症のDUPが短い方が、予後が良好であることが示唆されているほか、発  
症早期の適切な治療により予後が改善することが明らかになっている。  

・我が国では、発症から治療開始までに平均約14ケ月かかっているとの報告がある。  

○治療1支援に関する課題  

■海外において、統合失調症の初回発症から2～5年（臨界期）の包括的支援の取り組みの例があるが、  
我が国においては標準的な支援方法が確立されていない。  

・精神科医療体制の中で、専門的・包括的な診療・支援を提供する場に、10代から20代の若年者やそ  
の家族がアクセスしにくい。  

・早期発見■早期支援を進める際には、統合失調症に関連する症状に加え、その他の様々な精神症状  
への診療・支援体制の確保も必要である。  

○早期発見暮紹介に関する課題  

・精神科以外の医療機関、行政等の相談機関、学校等において、早期発見・早期支援の意義が十分認  
識されていないとの指摘がある。  

■また、これらの機関において、統合失調症等の精神疾患を早期に発見し適切な専門医療機関に紹介  
する体制が未確立である。  
■早期発見を行った場合には適切な診療・支援の提供が不可欠であることから、早期発見を進める前  

提として、早期支援の体制を整備する必要がある。  

○普及啓発  

・早期発見や早期支援を確実に進めるためには、若年層とそれを取り巻く者について重点的に啓発を  

行うことが求められる（別途検討）。   



検討の方向  

○考え方  

若年者が統合失調症を発症した場合の重症化の予防のため、また、その他の様々な精神症状に的  
確に対応するため、早期に専門医療機関で適切な医療を提供セきるよう、以下の取り組みを進めるべ  
きではないか。  

○治療・支援  

・我が国において、統合失調症を発症して2～5年の臨界期の患者やその家族等への標準的診療・支  
援方法の確立と、予後の改善に関する効果の検証を図ってはどうか。  

・若年者やその家族がアクセスしやすく、専門的・包括的な診療■支援を提供できる医療機関について、  
モデル的な実施・検証を経て、普及を図ってはどうか。  

・若年者の診療や、臨界期の統合失調症に関する治療■支援について、医療従事者への研修の実施  
等により質の向上を図ってはどうか。  

○早期発見・紹介  

・地域において、普及啓発、相談支援、医療機関への紹介等を行うための、若年者やその家族等が心  
理的にもアクセスしやすい相談機関について、モデル的な実施・検証を経て、普及を図ってはどうか。  

・家族、精神科以外の医療従事者、行政機関、学校等、若年者を取り巻く支援者を対象に、研修の実  
施等を通じ、早期発見・紹介の方法、早期支援の効果等に関して、知識と理解の向上を図ってはどう  
か。  
・なお、早期発見を行った場合には適切な診療・支援の提供が不可欠であることから、早期支援の体  

制整備よりも早期発見のみが先行することがないよう留意すべきではないか。   

○普及啓発  

・精神的不調の際に、若年者や家族が、心理的に抵抗なく、かつ周囲の理解を得て支援を受けられる  

よう、普及啓発を進めてはどうか。（別途検討）   




